
 

 

また、建築物の新築、増築、用途変更等の際は、防火や避難に関する規定は現行の法

令に適合させる必要があり、一部を除いて建築確認申請の手続きが必要となりますの

で、建築士などの専門家にご相談のうえ、適法な施設とするようお願いします。
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